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〈論 説〉

1990年 代EC統 合の基本性格 とは何か
一 全欧安保会議,市 場統合,経 済 ・通貨同盟の性格 を吟味する

清 水 嘉 治

目 次

1.は じめ に一 一改 めてEC統 合 の基本 課題 を

考 える一

2.1992年11月 のパ リ憲章 の背景

3.パ リ憲章 の統合思想

4.92年EC市 場 統合 とは何 か

(1)92年ECへ の道

(2)1970年 代 のECの 対応

(3)1980年 代 の苦悩

(4)1992年 市場統合の難問

(5)92年EC統 合の経済的効果

5.EC統 一通貨 の問題点

(1)ウ ェルナー報告の メ リット

(2)1989年 の 「ECに おけ る経済 ・通貨 同盟

に関す る報告書」の問題点

③ 通貨 同盟 と英国の態度

(4)1997年 通貨同盟への道程

6.お わ りに

1.は じめに一 改めてEC統 合の基本課

題 を考 える

92年EC統 合 問題の研究 についてはかな り紹介

され てい る。その基本課題 は市場統合を どのよ う

に進めてい くか,そ の障害 は何か とい う問題 に焦

点をおいて議論 され,研 究 されている。だが全体

像は不透 明である。 さらにその市場統合を通貨の

面で保証す る統一通貨制度 を どの よ うに実現す る

のか きわめてあい まいであ る。 と くに最近通貨統

合の論争 をみ ると,英 国 とECと の対立が問題 に

なった。 つま り英国のECへ の協力 のあ り方が問

題になった。だがサ ッチャー女史の退陣後,英 国

も統一 通貨 に協 力せ ざ るを えな くなった。 メー

ジャー首相 が,各 国の通貨 と平行 してハ ー ドカ レ

ソシーを発 行 し,EC通 貨 への アブmチ をみせ

ているか らで ある。EC委 員会 は,従 来 の統 一通

貨制度 の中で,英 国の参加 と協力を望 んでいる。

現実的 には,英 国の金融界 は,ECの 統一通 貨へ

の参加 を積極的に要求 した。 にも拘 らず,統 一通

貨制度を実現す るには,加 盟国の主権の統一 を必

要 とす る。 とい うのは,各 国通貨の問題 は,各 国

の経済的主権の政治的表現 であ り,各 国の市民の

納得 を前提 にして進め なけれ ばな らない問題 であ

るからだ.一 体市場統合 とは何か,通 貨同盟 とは

何 か,改 めて検討 したい。 もし統一通貨制度 が,

物価 を安定 させ,国 際収支 を均衡 させ,EC経 済

の安定化 を保証す ることになれ ば,そ れ は,世 界

経済 にとってとも,歓 迎すべ き経済 システムであ

る。 この問題 は,EC委 員会 がい うよ うに,安 定

した欧州中央銀行 を作 らない限 り,前 進 はないで

あろ うといわれてい る。

い ま,92年EC統 合 が市 場統 合 で あ る とす れ

ば,ECは94年 に統 一通 貨への第一歩 を示 し,97

年 に,統 一通貨制度 を実現す るとい うω。 これ に

よってsEC統 合の 目的が,半 ぽ実現す るで あろ

う。 もちろんsそ の プロセスは,紆 余 曲折を経過

す るであろ う。統一通貨制度実現にあた っての課

題 は,厳 しいものがある(2)。

こ うした,問 題 につ いて,本 稿では,そ の主要

な中味 を検討す ることにしたい。

だが,最 大 の難問は,政 治的統一であろ う。 こ

れは,か な り厄介 な問題であ る。それは,各 国の

主権 を前提 に しなが ら平和,人 権,環 境,民 主主

義を基礎 に,ど のよ うに共通 の社会 システムとし

て実現す るか とい う問題で もあ るか らである。 も

ちろん,基 本は民主主義 をどの ように定着 させ る

かにある。90年 代EC統 合の共通 目標 は,単 一市
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場統合 の実 現で あ り,統 一通貨 制度 の創 出で あ

り,政 治統合の実現にある。前者2つ の統合 は,

高度 な経 済 問題 で あ りs後 者 の政治統 合の課題

は,き わめて高度 な政治的問題であ り,無 限の難

題 といってもよい。 だがそれはEC統 合 の実現に

とって避 けて通れない課題 である。 よ く考 えてみ

ると,政 治 と経済を切 り離 して論 じることはで き

ない。単一市場問題 も通貨問題 も,そ れ 自体政治

的問題であ る。単一市場 における障害 となるさま

ざまな問題 も,そ れぞれの加盟国の政治 問題抜 き

に考 えられ ない。 と くに農業政 策 につ いては,

EC共 通 の農業政策 があっても,そ れぞれ の保護

主義的性格 を調整す るには,政 治解決を必要 とす

る。 ま してや通貨 問題 につ いては,EC加 盟 国の

高度 な政治問題で ある。EC加 盟 国の通貨を統一

すれ ば企業家,市 民,外 国人に とって も,好 都合

であ る。将来単一通貨 がで きてEC12ヵ 国を旅行

すれ ば各 国毎に通貨を交換 しな くて済む。その他

の さまざまな面倒 をはぶけるのである。欧州市民

は,90年 代 に各 国通貨の交換性 の制約 から解放 さ

れるのである。 関税 をな くし,単 一通貨 を創 出す

ることは,EC市 民経済革命 に等 しい。 ブ リュッ

セルのEC本 部 の通貨問題 の専門家 は20年 以上,

この問題 に取 り組んで きた。統一通貨 自体,各 国

の主権委譲の問題であ り,各 国の主権 をこえて,

統一 した経済的主権 を確立 しない限 り,統 一通貨

を創出す ることはで きない。 それ はEC加 盟国の

市民ひ とりひとりが 「超国家主権」 を共有す る問

題で もある。

ともあれ,統 一市場,統 一通貨問題は,政 治統

合 と密接不可分 の関係 にある。

ところで,政 治統合の基本問題 は,各 国の安全

保 障 問題 な しに は考 え られ な い。 イ ラク の ク

ウェー ト侵略 ・併合 の問題 は世界経済をゆさぶ っ

た軍事的,政 治的問題であ り,同 時 にそれは平和

と民主主義 の危機 の問題 でもあ った.

したがって,EC統 合問題 はr一 方 で高度 な政

治問題で もある。 その政治問題 の中心は,国 家間

の軍事的対決を取 り除 くための安全保障 の問題 な

のである。 それは高度 な政治統合への前提の問題

で もある。

この 点 で,わ た く し は,EC統 合 の 背 景 と し

て,全 欧州 安全 保 障 の問題 を何 よ りも重視 した い

ので あ る。 従来 のEC統 合 問 題 の研 究 はs全 欧州

安 全保 障 問題 を あ えて,さ け てい た。 そ れ は,経

済 ・通 貨 を こ えた,高 度 な政 治 問題 で あ るか らで

あ る。 わた く しは,EC統 合 の前 提 と して この 問

題 を 重 視 した い と考 え る。 この 点 で,従 来 の,

「経 済 統 合 」,「通 貨 統 合 」 とい う経 済 問 題 で の研

究 視角 を こえて考 えた い。 本 論 の第1の 課題 を,

全 欧州 安 全保 障 問題 に も って きた の はそ のた め で

あ る。 この こ とは,欧 州 ・東 と西 との経 済協 力 の

基 本 前 提 に な って い るの で は な か ろ うか。 した

が って,従 来 の,安 保抜 きのEC統 合論 老 の問 題

提 起 は限 界 に直面 せ ざ るを えな い。

90年 代 のEC統 合 の 問題 を究 明す るた め に,ま

ず そ の前提 とな る,全 欧州 安 全保 障 の 問題 を考 え

て みた い。

1990年11月19日,北 大西 洋 条 約 機 構(NATO)

16力 国 と ワル シ ャ ワ条 約 機 構(WTO)6力 国 の

22力 国の首 脳 はパ リの全 欧安 保協 力会 議(CSCE=

ConferenceonSecurityandCooperationinEurope)

に 出 席 し 討 議 の 結 果,欧 州 通 常 戦 力(CFE_

NegotiationonConventionalArmedForcesin

Europe)削 減 条 約 と 「22ヵ 国 共 同 宣 言」(パ リ憲

章)に 調 印 した。 この会 議 は全 世 界 の注 目を 集 め

た。 この問題 か ら入 りた い。

2.1990年11月 パ リ憲章 の背 景

わた くしは,EC問 題 を30年 前か ら研 究 して き

たひ とりであ る。EC統 合 の歴史 はローマ条約 に

あるよ うに,共 通関税政策 ひいては関税 同盟,共

通農業 政策,共 通運 輸政 策,通 貨政策,競 争 政

策,拡 大政策等を実践 し,同 時にその他 の欧州諸

国 との通商 協 力,さ らに途 上国 との経済協 力等

を,難 問を抱 えなが ら実現 してきた歴史であ る。

だが,70年 代 の経済不況の中で,未 解決の問題が

山積 してい る。一方第4次 ロメ協定 も不透明のま

まであ る。ECと 途上国 との経済協力の問題 も,

究極的 には,政 治問題である。

ECは,こ うした難問をかか}て きたに も拘 ら
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ず,80年 代 になってs改 めてECの 全 面的再検討

に迫 られた。89年 の冷戦体制後,と くに東西欧州

の安保 が最大の課題 となった。

こうした問題意識 を前提に しても,世 界の政治

経済の基本問題 は,平 和 と民主主義 の問題 である

と同時 に庶民 の生活 を保 障す る政治 ・経済 ・安全

保障体制 の問題で もある。92年EC統 合を実現す

る前提 として全欧の平和確立の保障が なけれぽな

らない。繰返 しになったがわた くしは,な によ り

もまず,本 章で,1990年11月21日 の全 欧安保首脳

会議 の憲章(パ リ憲章)を 取 り上 げたい。 この憲

章 は米 ソ,カ ナダを含めた欧州34ヵ 国が参加 して

できた ものであ る。各国首脳 が,欧 州 の分断 と対

立 に終 りを宣言 し,全 欧州の統合 と融和を軸 とす

る ヨーロッパ新時代の秩序構築 をめざ した もので

ある。

以下,主 な参加者 の発言をみ よ う。それは全欧

の思想 の一部 を示 している(3)。ハ ソガ リーの代表

アソタル首相 はい う。 ワルシ ャワ条約機構加盟6

力国による同機構組織の解体 は合意済みで,機 構

その ものが1992年 までに消滅す ることになるだろ

う,と 。 また コール独首相 は東西欧州間の軍縮 と

信 頼醸成措 置(CBM=ConfidenceBuildingMeasure

軍備管理 ・軍縮の環境を整x..るため,対 立国間の誤解や警

戒心をとくさまざまな措置。1975年ヘルシγキ宣言で使

用)を 一層強化す る必要 を訴 えた。 全体 として,

欧州通常戦力条約の締結 と不戦宣言の調 印を基礎

に欧州各 国が国防力の再建を図るとい う点で,新

しい意義 を表 明 した。 と りわ け 「す べ ての 国々

が,平 等 の尊厳 を有す る欧州 の建設」 をしてい く

とい う点で一致 した。「大西洋か らウラル」 まで,

一方 で 「北極 海 か ら地 中海」 までの地 域 に住 む

人 々が,異 なる文化,宗 教,習 慣,社 会体制下に

あるにもかかわ らず,平 和 を共有 し,新 しい ヨー

ロッパ像を構築 しよ うとしている。 その出発点が

「全欧安保会議」 なのである。 もちろん民族対立,

領土問題,経 済格差,市 場開放 などの問題が残 さ

れている。 とくに 「全欧安保会議」では,小 国の

安全保障を問題に した。中小国の首脳 の発言を紹

介 して お く(4)。イ ラクの ク ウェー ト侵 攻 の よ う

に,小 国は,頼 るぺ き強い軍隊を持てないゆ えに
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もろい。 マルタの アダ ミ首相 は 「地 中海諸国が抱

えて いるさま ざまな問題 をCSCEは 無視 す るこ

とはで きない」。 さ らに キプロスのバ シ リウ大統

領 も 「菓 西冷 戦 の 『危険 な安 定』は終 った もの

の,欧 州安保の構造 には空 白が残 されている。 キ

プロスは,欧 州 の中で唯一,外 国(ト ルコ)の 軍

隊 による占領が続 いている。時代の流れ に逆 らっ

ていつ まで も未解決 で あっては な らな い」 と。

ルーマ ニアの イ リエスク大統領 は 「テ ィラナで開

かれ た外相会議 で,バ ル カ ン諸 国 の協 力 と信頼

が,新 ヨーロッパ建 設 に貢 献す る こ とを確 認 し

た。黒海 と地中海にまたが るバル カソの安定 は欧

州全体 の安定 に不可欠だ」 と主張 した。 スペイン

の オル ドニェス外相 は,「 依然 として,欧 州 の他

の国に植民地を持 ってい る国が存在 している。 ジ

ブラル タルを持 っている英 国だ。我hは,こ の問

題 をCSCEの 席 で取 り上 げざるを えない」。 さら

にアイスラソ ドのヘル アソソン首相 は,こ うい っ

てい る。「軍備管理問題 は,海 洋軍縮 を抜 きには

語れ ない。欧州は地上 だけで成 り立 っているわけ

ではな く,海 もあるのだ。北大西洋で事故を起 こ

す,ソ 連原潜 は核汚染 を拡大 している」 と。ユー

ゴスラ ビアの ヨー ビッチ連邦幹部会議長 は経済的

不公平 を指摘 して いる。 「政 治的s経 済 的 な不安

定 と排外主義 が民主主義の敵 である。 ヨーロ ッパ

の新 しい共同体 にとって,現 在の経済的不公平 は

各国の分断をもた らし,不 寛容が共通 の利益 にカ

ゲを落 としかね ない」 と。

こ うして中小 国 は,主 体 的 に安 全保 障を主 張

し,民 族 の主体性,小 国の意見の尊重,海 域 の安

全保障,核 汚染の禁止,経 済格差 の是正を提言 し

ている。 これ らは少 なか らず政治 問題である。参

加 国の政治協力がいかに大切かを教 えている。

ノルウェーの ブル トラン ト首相 は,環 境保全 の

重要性 を強調 してい る。「欧州 の 自然環 境 を改善

できるか ど うかは,我hに 共通の問題 を解決で き

る力があるか ど うかの試金石 となろ う。大気の保

護 を急がね ぽな らず,わ が政府 は,『 気象基金』

をつ くり,財 源 の一部 として海洋石油企業 に二酸

化炭素放 出税 を課す ことを考 えている」 と。 ベル

ギーのマルテンス首相 は,「 市民 同士 の往来 の 自
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由,旅 行の 自由で,相 互理解が高 まると同時に,

新 しい問題 の発生も避 けがたい。移民問題だ。 ア

フ リカか らの移民 に加 え,東 欧か らの移民で事態

が深刻にな りかねない」 と。チ ェコスロバキ アの

バベル大統領 は,「 残 された 国々の参 加が必要 で

あ り,ま ずバ ル ト三 国,エ ス トニア,リ トアニ

ア,ラ トビアは当面 オブザーバー として受け入れ

るべ きだ。92年 の 『ヘルシソキII』 は,そ の基盤

の上 に,よ り深 い欧州統合 を実現 す る ことにな

る」 と。 さらにバチ カンの カザ ロー リ国務相 は

「少数民族の権利尊重 はmマ 法王 ヨハネ・パ ウR

二世 が指摘 した よ うに,国hの 市民社会 の成熟度

の指標であ り,調 和 のとれた社会 の基礎 となる」

と,少 数民族の権利 を主張 した。 これは,CSCE

に,バ ル ト三 国に対す る北欧 な どが 「民族 自決

権」 を支持 した こととも関連 した発言である。 こ

れに対 して,ソ 連 の ゴルバチ ョフ大統領 は,「 わ

れわれ は,人 類の価値 を全世界の人 々が分かち合

う新 しい世界 に入 ろ うと してい る」 とCSCEの

意義を強調 したが,「 協調 の条件 として 自分 の生

き方 を他人に押 しつ けるよ うなことに十分気をつ

けなければ不信 と闘争 的な民族主義,そ して分離

主義 をもた らす。 それは地域の レバ ノソ化 につな

がる」 と反対 した。

と もあ れ,CSCEに つ いて,参 加 した34力 国

が,そ れぞ れ,異 った意見 を 出 し合 い,最 終 的

に,パ リ憲章 として世界 に向って宣言 した ことを

評価 したい。一方パ リ宣言 の前に,CSCE首 脳会

議 の場 で欧州通常戦力(CFE)削 減条約 と 「22か

国共 同宣言」 に調 印 した ことも評価 しなければな

らない⑤。 この条約 は,ウ ラル山脈 か ら大西洋 に

お よび東西欧州約600万 平方 キ ロメー トル を対象

地域 として,戦 車,装 甲戦闘車両,火 砲 な ど5つ

の主要兵器 を発効 か ら3年4ヵ 月以内に最大で現

状 のほぼ半数 まで削減す ることをめ ざし,そ れは

第2次 大戦以後最大規模 の画期的 な多国間軍縮条

約であ り,ま た 「22か国共 同宣言」では,東 西 が

互 いに 「もはや敵対者 でない」 こと,つ ま り 「不

戦 の誓 い」を した こ とを高 く評価 すべ きで あろ

う。 なお両軍事 ブロックとして戦後45年 の冷戦体

制 に終止符 を打 った ことである。2度 にわた る世

界大戦の舞台 とな った欧州で,物 心両面か ら戦争

の危険性を永久に消滅 させ よ うとい う,欧 州の平

和への意思を世界に示 した点で画期的である。

この こ とは,EC統 合,ECとEFTA,ECと

東欧 ・ソ連 とのそれぞれの経済協力に とって より

大 きな前進 となるであろ う。

この 「欧州 ・東 と西」 の不戦 の誓いを踏 まえて

全欧安保協力会議(CSCE)の パ リ宣 言 は生 まれ

た もの と考 えてよいであろ う。

3.パ リ憲章の統合思想

1990年11月21日 のパ リ憲章 は,第1に 民主 主

義,平 和,統 合の欧州の新時代 を明示 したのであ

る。 「欧州 の対立 と分断の時代 は終わ った。今後

の我 々の関係が尊敬 と協力 に基づ くことを宣言す

る」 と。欧州 は過去 の遺産 から自らを解放 しつつ

あ り,「民主,平 和,統 一の新 時代が開 けた」 と

して,人 権,民 主 主義,法 の支 配 を強調 して い

る。 つま り唯一の政治 システムとしての民主主義

を構築s強 化す るといっている。各国民の底か ら

の人間的 ニーズに基づ く民主主義 の構築 を うたっ

ている。だか ら 「人権 と基本的 自由は奪 うことが

できずs法 で保障 され る」 と。 さらに民族的少数

派の人種,文 化,言 語,宗 教的同一性を尊重す る

ことを述べている。 ここには,民 族 自決権の保証

を将来 の問題 として志向す ることを示 した もので

ある。「民主 ・平和 ・統合の新時代」の中には 「経

済的 自由 と責任」の項 目を あげ ている。「経 済的

自由は繁栄に不可欠である。 自由 と政治的複数主

義 は市場経済発展の必要要素である」 と。 ここで

は,経 済 的民主 主義 の問題 は,不 明確 で ある。

「経済的 自由」 を どの範 囲で考 えてい るかが問題

であ る。欧州 の東 と西が 「市場原理」 を導入 して

いることは周知の事実であるが,同 時に,EC加

盟国において も,市 場原理 に基づ きなが らも各国

の国家的規制,ECの 規制 なしに,市 場 原理 を手

放 しで,認 めてい ない。「経済 的 自由」 が,資 本

の支配の 自由を認めている とすれ ぽ,問 題をお こ

す こ とは,ECの 経 済発 展 の 中で も明 らか で あ

る。ECの 経済発展 は,社 会憲章 を目的 にしない
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限 り,限 界 に直面せ ざるをえない。 この点の問題

意識 を踏 まえた宣言にすべ きではなかったか。

ただ し,「 経 済的 自由」「社会 正義」「環境」へ

の責任 は,繁 栄のため に不可欠であるといってい

ることを評価 したい。経済的 自由は反社会正義 と

環境破壊 を もた らす ことを含めていった もの と考

える。問題 は,環 境保全,社 会正義を前提に した

経済的 自由を ど うす るかを率直 に示すべ きであっ

た。

「参加 国間の友好関係」の項 目で,「 国連憲章 お

よびヘル シソキ最終文書に基づ き,す べての国の

領土保全,政 治的独立に対 して軍事力に よる威嚇

とその行使 を禁 じる」 と明示 した点 を評価 した

い。 この発想は,ア ジアの安保体制 に とって も貴

重 な教訓 であ る。 日本 は率 先 して,朝 鮮 の南 と

北,中 国,ソ 連,米 国 との対等平等 の安保体制を

提案 すべ きで あ る。 さ らに 「安 全保 障」問 題 で

は,CFE条 約 を歓迎す ぺ きであ る。一方 ドイ ツ

統一 は,「 欧州 の正 し く,恒 久的 な統 合 の秩序 に

向け重要 な貢献を した」 といっている。 ここで,

ECの 中の ドイツ,全 欧の中の ドイ ツを位置づ け

た点 で,画 期 的 で あ る。 この発想 の も とに92年

EC統 合問題 を考 えるべ きであろ う。

第2は,「 安全保障」問題であ る。CFE条 約 と

信頼醸成措置 に関す る協議 を一層強化す るとい う

もので あ る。CFEとCBMを 継続 し,92年 に開

く予定のヘル シンキ再検討会議 まで に協議を完了

す るよ う努力す るとい っている。 また化学兵器 の

包括的禁止条約 の早期締結を呼 びかけている。問

題 は,「 安全保障」が欧州 経済統合 を保障 す るも

のであ り,今 後それを徹底化 し,軍 縮路線を共有

し,そ れを福祉,教 育,環 境 の各政策 にふ りむけ

るべきであろ う。

人間相互 の信頼関係,国 家間の信頼関係を盤石

に し,国 境 のない 「人間の安全保障」を展開 して

い くべ きではなかろ うか。

第3は,経 済協力 と環境の問題である。

「市場経済 に基づいた経済協力 は参加 国間関係

の重要 な要素 を構成 し,繁 栄 した欧州統一 を建設

す るために有効であ る」 といっている。

この宣言 の発想は,欧 州経済統合,統 一通貨実
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現について,全 欧州次元 で,そ の方向を示 した も

の といえる。全欧州 の安全保障 な くして90年 代欧

州統合は実 を結ぽない。 この点,パ リ宣言 はs全

欧州の平和のためのECの 発展 を保証 しようとい

うものである。 したが って経済発展の遅れている

東欧に対 しての経済協力 についても,次 の よ うに

明示 してい る。

「市場経済 の確立 と自立 した経済基盤 の創設 に

努力 している諸国に対 し支援を継続す ることが必

要で あることを再確認す る」 と。 この宣言 は,ソ

連 ・東欧経済がインフレ,外 貨不足 に直面 し,自

立不可能 な状況 に対 して西欧側が支援 してい くこ

とを宣言 した ものである。わた くし自身がモスク

ワ,ワ ル シャワ,プ ラハを訪ねて も,い かにイン

フレが ひどいかを身 にしみ て感 じた ほ どである。

ソ連r東 欧 の経済安定な くしてECの 安定 もない

とい う問題意識 を評価 した い。 ここで ソ連 と東欧

の経済 につ いてふれてお く。い うまで もな く,ソ

連 ・東欧 における,中 央指令型計画経済 から市場

経済へ の転換 は,か な りの経済的混乱 と犠牲 を伴

うもので あ る。 ユーゴス ラ ビアで は,イ ン フ レ

率,年2000%以 上,ポ ーラン ドで も1000%,チ ェ

コス ロバ キアで も150% ,ハ ソガ リーで も40%以

上,ソ 連 で も50%以 上 といわれ る(1990年 現在)(6)。

EC委 員会 の推計 で は,東 欧6力 国 は約550億

ドル(約7兆 円,1990年12月 現在)の 外貨不足 であ

るの。 と くにハ ンガ リー,ユ ーゴ,ポ ーラン ド,

ルーマニアにおいては,部 品や原材料が不足 し,

工業生産 は,10～15%も 減少 してい る。 ソ連経済

の工業 生産 は20%減 少 してい る。EC委 員会が,

全東欧を対象 とす る約80億 ドルの安定化基金制度

を提案 しているが,充 分 に成果をあげていない。

ともあれ,パ リ宣言は,西 欧が,ソ 連 ・東欧の経

済的 自立 のために,積 極的経済協力の約束 をして

いる点 で評価 した い。パ リ宣言 におけ る 「経済協

力」 の問題 を明示 した点は,ECの 対外経 済協力

にとって,前 進である。だがEC自 体 の経済状況

もあま りよ くない。 この点はあとで明 らかに した

い。

一方 「環境問題」につ いて
,「 参加 国 は,環 境

問題解決の緊急性 と個別 かつ共 同の努力 の重要性
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を認 める。また環境破壊に関す る情報交換 の必要

性を強調 し,欧 州環境機関(EEA)の 設立を歓迎

す る」 といっている。パ リ宣言で,環 境問題 を取

り上げ ざるを えなか った ことは,こ の問題で先進

国は共通 に立ち遅れているか らである。地球環境

汚染問題 は,い まや深刻 で あ り,人 類 の生存 に

とってかな りの危険性を伴 っている。子や孫 に誇

れ る環境 を保全す るためには,資 源の有効利用 と

自由経済・市場経済のあ り方 まで究明 しない限 り,

不可能 で あ る。 この点 パ リ宣 言 は,不 完全 で あ

る。全欧州が環境 問題 に対 して厳 しい取 り組みを

示 さない限 り,前 進 はみ られない。ECは オ ラン

ダが提案 した発生源対策 について改め て,耳 を傾

け実行 してい く必要がある(8)。

「ヨmッ パでは,北 部 の海域 で,数 千 とい う

アザ ラシが死亡 した ことから環境につ いて懸念が

高 まった。 ア ドリア海の汚染に よ り,魚 は死に,

またイタ リアの海岸の少なからぬ地域 か ら観光客

が姿 を消 した。 ソ連で は,汚 染 に より,人 体の危

険性 か ら,バ ル ト海,黒 海,ア ラル海での遊泳 が

禁止 された。 その他欧州 の環境破 壊 は進 んで い

る。(9)」この点 を踏 ま えて,環 境 問題 を深 刻 に認

識 した ことは評価すべ きであろ う。92年EC統 合

に とっても環境 をどの ように保全 してい くかは,

厳 しい課題 とな るであろ う。

以上 パ リ宣言 は,97年 後のEC政 治統合 の前提

として欧州 の安全保障の基本憲章を示 した点で,

今後 重要 な発 展 の指 標 にな るで あろ う。 それ は

EC政 治統合の出発点になるであろ う。

ここで,わ た くしは,こ うしたCSCEの 統 合

思想 を念頭 において,90年 代EC統 合の問題点 を

改めて検討 した いと思 う。パ リ憲章 の問題意識 を

踏ま えて,つ ぎに,92年EC市 場統合問題 を考 え

てみたい。

4.92年EC市 場統 合 とは何 か

(1)92年ECへ の道

1990年12月7日,ミ ッテラγ仏大統領 とコール

独首相 が加盟 国の各首脳 に連名 で書簡 を送 り,

「共通 の安全保障政策で共同防衛 を達成 す る」た

め,EC首 脳会議 な どの役割強化 を呼 び掛 けた。

このことの意味=は,欧 州政治統合 が経済 ・通貨統

合 に比べ て大幅に遅れ てい ることに対する効果 を

ね らった ものである。逆 にいえぽ,政 治統合が き

わめて遅れ ていることへの反省を明 らかに した も

の と考 えられ る(10)。1990年4月 ダブ リソのEC首

脳会議以前 に,仏 ・独首脳が,93年1月1日 の経

済 ・通貨統合 と同時 に 「政治統合」の実現を準備

すべ きであ るとい う共同声 明が具現化す ることを

重ねて強調 した ものであろ う。前節で,展 開 した

ように,政 治同盟へ の道は,欧 州 の軍事問題を協

議す る西 欧同盟(WEU)を 将来 は欧州統 合 に取

り込む ことや,北 大平洋条約機構(NATO)と の

関係を含め て,長 期的な全欧州安保体制 を実現す

ることが政治統合への道である と認識 しているよ

うである。

だがs政 治統合への道 として経済 ・通貨統合が

実現 していなければならない。つ ま り経済 ・通貨

統合 の実現 自体,き わめて高度な政治統合を内包

す るもので ある。 した がって構 造的 に政治 ・経

済 ・通貨の各問題 を峻別す る ことはで きないであ

ろ う。 にもかかわ らず経済 ・通貨統合の実現 なし

に,政 治統合はできないであろ う。それぞれの分

野 は,機 能的 に は区別 して論 じるべ きであ ろ う

が,構 造的には,共 通 してい るといわ ざるをえな

い。経済 ・通貨統合は,各 国の経済 の政治的主権

を どのよ うに調整す るか,超 国家的機能を実現 し

ないかぎ り,で きない問題である。その実現 のた

めには,政 治統合的問題意識 を もたない限 り不可

能であると考 えざるを えない。

したが って通貨統合,政 治統合の下部構造 とし

ての経済統合,そ の中心 は,市 場統合 である。で

は,92年 市場統合のポイソ トは何 かである。 この

ことは,EC出 発時点 で表 明した,欧 州評 議会 の

次 の言葉に集約 されてい る。「欧州評議 会 は,欧

州精神の母であ り,欧 州精神 は国境を なくし,欧

州人の英知 に国境を解放す る」 と。

1992年 の 「統合EC」 のエ スプ リは,こ の言i葉

の したたかな表現 にあ るであろ う。 それは単純な

EC統 合 とい う,国 境 をな くして,物,資 本,人

間,サ ービスの 自由移動を図る とい うスローガソ
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ではない。 このことの実現 自体,さ まざまな問題

をは らみ,そ れを解決 してい く手法 を必要 として

い るのである。わた くしが強調 したいの は,「 国

境 をな くす」主体 であ る。それは,市 民 である。

したが って,従 来 の国家概念を こえた市民的共有

としての欧州連合,欧 州的国家に近い機構への道

を示 した ものである。 この視点で考}る ならば,

ECを 担 っているひと りひと りの市民 の理性の な

かにある市民社会の実現 にある。W.モ ーレが い

うよ うに 「統合 とは,欧 州の経済的発展 における

最 も広 汎 な諸 傾 向 の中 にあ る」(lt)とい う。 だか

ら,ECは,多 くの人々に とって当惑 しs複 雑 な

性格を もっているのである。 だが,マ クロ的 にみ

れぽ,な ぜ92年EC統 合なのか とい う問題 に直面

す る。た しかに,1987年7月1日 のEC委 員会が

公刊 した 『単一 欧州 議定書』(12)をみ る と,ECの

経済発展が,世 界経済の不況 の中で,当 初 の計画

よ り立ち遅れ てい ることを認識 し,第1に 政策過

程の 「効率化 と民主化」 を実現 しなければならな

い こと,そ のための制度 改革 を主張 した こと,第

2に,政 策領域を拡張 し,「 よ り広 く,よ り深 く」

相互協力を実現することを主張 した点にある。 さ

らに第3に,1957年 のローマ条約 に示 した政策決

定 にあた って,全 加盟国一致制 か ら多数決制 へ改

革 した点にあった。

『単一欧州議定書』 にお いて,最 も重 視 した の

は,85年 の 『域 内市場 白書』(13)であ る。つ ま り,

ECが,92年12月31日 までに域 内市場 を漸進 的 に

確立す る道を示 した ことにあ った。「域内市場は,

……物 ,人,サ ー ビス,資 本の 自由な移動が保証

された,域 内に境界 のない領域 を構築す ることに

ある。(14)」この主張 は,す で に,57年 の ローマ条

約第3条 に規定 された ことを原則的に再確認す る

ものであった。 この ことはEC市 場統合が うま く

いってい なかった ことに対す る表 明 で もあ る。

1956年 の 『スパ ーク報告』はs西 欧が米,ソ の生

産 力にいかに対抗す るかにあった。「ほ とん どす

べての分野で 自国だけで世界の総生産額の半 ぽを

占める米国 と,共 産主義体制の下で世界の3分 の

1を 抱 え,年 率10～15%の テソポで生産 力を拡大

しつつ ある諸国 とのはさみ打 ちにあって,か つて
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は製造工業 を独占 し,海 外領土か ら重要 な資源 を

確保 していた欧州 も,今 日では,対 外的地位 を弱

め,勢 力を落 し発展力 を失 って しまった」(15}と。

ここには当時の米 ・ソの生産 力に対抗す るEC統

合の姿勢が明確 に打ち出されている。

この点 で,ECは,国 境を越 えた市場統 合の構

想 を具体 化 せ ざ るを え なかった。 だが,1960年

代,70年 代 のECの 経済発展 は,紆 余 曲折を経過

した。1969年12月1～2日 の両 日の・・一グにおけ

るEC首 脳会議 は,1958年EC成 立以降 の12年 間

のECの 総括をお こなった。それは,関 税 同盟の

完成,通 貨 同盟,農 業政策,運 輸政策の強化,さ

らに英国,北 欧諸 国の加盟,途 上 国 との経済協力

の強化 を確 認 した もので あ る。一言 で いえ ぽ,

ECの 完成,強 化,拡 大 にあ った。EC結 成後12

年 間 に お け る域 内貿 易 の 拡 大,成 長 率 平 均 約

5%,鉱 工業生産の増大,低 失業率,米 国企業 の

EC市 場 への直接投資 の増大 による市場 の活性化

な ど,い わゆ る経済 メ リットを評価 した ものであ

る。一 方で,EC結 成後,6年 ～12年 の間に,域

内貿易の伸 び率 の鈍化,市 場におけ る寡 占化の進

行,福 祉政策 の鈍化,途 上国の経済協力 の不徹底

などのデメ リットも表面化 した。

(2}1970年 代のECの 対応

と りわ け,1970年 代 のEC市 場統合 の進行過程

で,大 きな難問 は,71年8月 の国際通 貨危機 と73

年末の国際石油危機であった。71年 の通貨危機の

対応 については,次 節 の通貨統合の問題で明 らか

にした い。

73年 末の第1次 石油危機 はEC諸 国の経済を深

刻 な不 況 に直 面 させ た。1973年 か ら79年 までの

EC10力 国の成長率 は,2.5%で あ り,そ れ は1968

年 か ら73年 まで の成長率4.9%に 比べ て2分 の1

である。 こ うした低成長率 の中でECの 特徴 は,

消費者物価が上昇 した点にある。73年 か ら79年 ま

での物価上昇率は10.4%で ある。西 ドイッ4.7%,

フ ラ ソ ス10.7%,イ タ リア16.3%,オ ラ ソ 、ダ

7.9%sベ ル ギー8.4%,イ ギ リス15.6%で あ

る(xs)。

こ うした経 済現 象を見 る限 り低 成長 下 の物価

高,い わゆるスタグ フレーシ ョンが定着 した。
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70年 代後半に共通 にみ られたスタグフレーシ ョ

ソの諸要 因は石油価格の高騰に基づ く関連製 品価

格の上昇に より,消 費購買力が低下 し,関 連製造

業 に おけ る投資 の停 滞 を もた らし,こ の こ とに

よって実質賃金が低 く,経 済の活力を低下す ると

い うメカニズムを作 り出 した。

ス タグフレーシ ョンに対す るEC内 の加盟 国の

対応 はまち まち であった。 イギ リス とイ タ リア

は,76年 に公定歩 会 の引上 げ を通 じた金利 政策

で,フ ラソスは通貨供給の管理政策で,西 ドイツ

は総需要拡大政策を通 じた景気振興策 とい う形 で

対応 した。EC全 体 としてス タグフレーシ ョンに

直面 し,加 盟各 国の政策対応 は多様性を もってい

た。景気政策 に対 しては,加 盟各国は,ど うして

も保 護主義 的 にな らざ るを えなか った。 この結

果,1978年 か ら79年 にかけて一時的に景気 回復を

もた らしたが,79年12月 に第2次 石油危機 に直面

せ ざるをえな くなった。 それ は80年 にECの 失業

率6.1%,消 費者物価 上昇 率11.6%と な って表面

化 した。

(3)1980年 代 の苦悩

したが って,1980年 代 に入 って世界経済は2度

の石油危機 に基づ く先進 国の経済停滞 からいかに

脱 出 し,活 性化す るか とい う政策を採用せざるを

えなかった。第1に は脱石油 ・省エネルギーのた

めの政策 を推進す ること,第2に 適切 な有効需要

管理政策 に よる輸入 イソフレーシ ョンの国内イソ

フレーシ ョソへの転嫁 を阻止す る こと,第3に 経

済 の供給面 を改善す るための政策の必要性を強調

した ことな どである。だがEC加 盟国 は,景 気回

復 を もた らす ことは不可能 であ り,ECの 市 場統

合政策 も,域 内貿易 の増大 もなく,限 界 をみせて

しまった。再 びスタグフレーシ ョンに直面 した。

EC各 国 は 「イソフレなき持続成長」を実現す る

ため リヴァイ タ リゼ ーシ ョン(再 活性化策)を 最

優先政策課題 としたのである。

ECは,総 じて景気循環 に対応 した総需要 管理

重視 の政策 を求めて実践 したが失敗 した。その後

英,独,仏 は,中 長期的視点か ら供給面 と構造面

を重視 す る政策 を選択 す る よ うに なった。例 え

ぽ,英 国のサ ッチ ャー政権 は,79年6月 以来,イ

ンフレ抑止を最優先 とした経済再活性化政策を一

貫 して展 開 し,そ れは,民 営化政策 を通 じて企業

の競争力強化策 に求め,労 働党か ら福祉軽視では

ないか と批判 された。 当時西独の コール政権 は82

年10月 誕生 し,財 政再建 を中心 とした大企業優先

の構造政策 を一貫 して進めた。仏国の ミッテラソ

は,81年5月 以来,雇 用増を 目的 とす る需要拡大

政策 を進 めた。84年7月 以降,フ ァビウス内閣

は,社 会党の国有化政策 を緩和 し,産 業構造再編

政策を採用 した。

1980年 代後半になってECの 景気 は回復 した。

だが,新 しい課類 に直面 した。 インフレ抑止 に成

功 したが,高 失業率 をもた らした。一方,賃 金上

昇率が低 く,不 安定 な性格 をみせた。 だが全体 と

してECは 「安定的成長」 の中で産業 の構造変化

をもた らした。60年 代 の成長産業 であ った鉄鋼,

造船,石 炭,繊 維 な ど伝統的産業部門で,需 要が

停滞 し,過 剰 人員をかかえることになった。

ECは,80年 代後半 になってこの構造不況業種

を改革 し,新 技術導入 を図 り,生 産性の向上を政

策課題 としたのである。 この課題 はその後 のEC

の市場統合を進め る うえでのキーポイン トにな っ

た。それに して も景気 回復過程の中で,失 業者 の

増 大 は問題 で あ る。そ の中味をみ る と,中 高年

者,若 年労働者,女 性労働者 の失業が増大 した点

にある。ECで は,就 業者の既得権 があ るので,

こ うした層の雇用吸収力が弱い。 さ らにEC内 に

おける工業地域 と準工業地域 過密地域 と過疎地

域 における就業格差を構造的 に作 りだ した。 と く

に注 目したいのは,成 長産業 のある地域 と斜陽産

業 のある地域 との失業 率格差で ある。92年ECの

地域政策 が こうした格差 をどこまで克服で きるか

も課題である。それは90年 代 におけるECの 地域

政策 の展開に引 き継がれた。

1980年 と88年 の調査 によると,英 国のサ ウス ・

イース ト,西 部 ドイッのバ ーデンヴェルデ ソベル

グ,南 バ イエル ソ,仏 国のイル ドフラソス等の機

械 ・電子産業のある地域では3～4%の 低成長率

であるのに対 して,英 国の ノースウェス ト,ノ ー

ス地域 フランスの ロレー ヌ,ラ ソグ ドック,ル

シロソ地域 西 ドイッの ノル トライソ ・ヴェス ト
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ファーレン(デ ュセル ドル フ)の 地 域 は鉄鋼,造

船 などの斜陽産業中心 で,10～12%の 高失業率 で

ある(17)。

こ うした状 況 の中 で,ECの 積 極 的産 業 政策

は,米 国,日 本 に立 ち遅れた先端技術産業 の育成

にあった。重化学工業か ら機械,電 機工業へ,電

機工業か ら先端技術産業へ の発展 は,相 互 に関連

性をもった総合産業政策 の展開でなければならな

い。1987年 か ら鋼材需要 が回復 し,従 来 の減量計

画 を修正 した。 とくに 自動車,電 機業界 向けの薄

板需要 が好調であった。88年 の粗鋼生産 は,前 年

比9%の 増加であった。構造不況業種 といわれた

鉄鋼業,化 学工業において 「好況」 を もた らした

のは域 内需要 の拡大 にあったからである。一方 こ

れには,立 ち遅れた先端技術産業 への需要効果が

あった ことである。

こうしてみ ると,1980年 代前半 におけ るEC産

業 の停滞に対す る危機意識 からt80年 代後半にお

ける世界景気の回復過程への道 に対応するには,

さまざまな機構 改革 を必要 とした。あ る論者はs

1992年 一杯 までに,EC内 市場 の保護政 策 を展開

す ることによって,米 国,日 本 の先端技術政策 に

対応で きるとい う。加盟国内の巨大企業 は,あ る

程度 まで,自 国の市場 を保護す る ことに従事 し,

1992年 の広汎 な欧州市場がで きるまで,ECが 保

護政策 を採用す ることを考 えるべ きだ とい う。

他方,92年EC市 場完成 まで に,従 来のECの

経 済体 質の改革 を主張す る論者 もいた。EC官 僚

たちである。

1985年3月sブ リュッセルで開かれた欧州理事

会 の報告 はECの 機 構 改革 を提 案 した。 それ が

『ドゥグ報告』(TheDoogeReport)で ある。「共 同

体 は,今 や危機 の状況にあ り,深 刻 な欠陥 に悩 ま

されてい る。

だが加盟国は,意 見を異 にし,そ の相違は共 同

市場の実現お よび経済通貨同盟 によって獲得す る

ことができるであろ う。……

さらに,10年 にわたる危機 の後,欧 州 は,日 本

や米国 と異な り,失 業者 は約1400万 人 とい う当惑

すべ き数学 を減 らすのに十分 な成長率 を達成 して

こなかった(18)。
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1985年 時点 で,ECの 技 術進歩 は立 ち遅れ てい

た。EC市 場 で販売 されているパ ソコンは10台 の

うち8台 は米国製,ビ デオは10台 の うち9台 が 日

本製 であ り,ECの 半 導体 メーカーは,共 同体 市

場 の30%s世 界 市 場 の13%し か 生 産 して い な

い。(19)」ここに,ECの 米 ・日の生産性への危機感

の一面がある。

(4)1992年 市場統合の難問

こうして,ECは,市 場統合 を通 じて,米 国,

日本に対抗す るだけでな く,加 盟国 自体 の企業経

営の 自己革新,技 術革新,新 規の設備投資を着実

に進 めることがで きると考 えた。加盟国の企業の

競争力 を強化 し,雇 用 を拡大 し,市 場 の再活性化

を図 ることにあった。 この点 は,「 国境 な き欧州

一 一内部 市場 を完 成す るた め」⑳ の 中 で も こ う

いっている。「12力国が潜在的 に広 大 な単一市場

を充分に利用 しないならぽ,共 同体 は主要 な競争

者 であ る米国 と日本 に対 して土地 も市場 も失い続

けるであろ う。 この再生 の原動力の精神 を認識す

べ きである。」

85年 の 『域 内市場 白書』は,共 同市場 の妨げ と

している既存 の国境規制 による物理 的障害,製 品

の基準認証制度の相違 による技術的障害,付 加価

値税,物 品税 の違 いの障害を除去 しよ うとい うも

のであ る。 こ うした障害の項 目は280も あ り,89

年 末 までに理事会 で承認 された案件 は,約142件

で あ り,残 り137～8件 の うち,理 事会 の決定 ま

ち は120件 であ る。EC理 事会 次元 では順調 に運

んでい るが,加 盟各国での立法化 は,か な り遅れ

ている。1990年 末 までに加盟各国で立法化 の予定

案件 は88件 で あ るが,12力 国 で完 了 した の は14

件,8力 国で完了 した案件 は52件 で ある。立法化

が遅 れ てい る国は イ タ リア,ギ リシャ,ス ペ イ

ソ,ポ ル トガルで,進 んで いるのがデ ンマーク,

次いで フランス とイギ リスである(21)。

非 関税障壁 の例を建設機械 にみ ると,そ の規格

が独,英,仏 で まちまちであ る。EC向 け に供 給

している 「キ ャタピラー」社 は,そ れぞれ少 しず

つ違 った型 を作 らざ るをえな い。西 ドイ ッ向 け

バ ヅクホウ積載車 の製造には1台 あた り2000ド ル

の追加 コス トがかかる。
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乗 用 車 につ いてみ る と,フ ラ ンスで は,ヘ ッ ド

ラ イ トに黄 色 い ラ ソプが義 務 づ け られ,表 示 す る

注 意 事 項 はす べ て フ ラ ソ ス語 で な けれ ぽ な ら な

い。 西 ドイ ッで は,シ ー トな どの 内装 に は不燃 性

材料 が必要 で あ り,ま た排 ガス規 制 基 準 の厳 しい

オ ラ ンダ な どで は窒 素 酸化 物(NOx)を 抑止 す る

触 媒 が 必 要 で あ る。1400cc未 満 の 乗 用 車 の 排 ガ

ス規制 につ い てみ る と,オ ラソ ダ,デ ソマ ー クで

は,環 境 政策 優 先 の 国で あ り,厳 しい規 準 で,フ

ランス の同 容量 車 を,こ の規 準 に適 合 させ る と}

6～7%の コス ト負担 を強 い られ る。 この壁 も,

92年 か ら実施 す る こ とで 合意 に達 した。

EC規 格 と自国 の規 格 が違 う場 合,厳 しい規 格

に適合 させ るに は,そ れ な りの コス トを負 担す る

こ とに な る。 電機 の ジ ー メ ソスで はEC規 格 に統

一 す るた め に
,年 間5億 マ ル ク(350億 円)と 職

員200人 の増 員 を必 要 とす る とい う(22)。

金 融 に 関 す る規 制 の 統 一 で は,EC内 の1国

で,営 業 認可 を取 得 した銀 行 は,域 内 の ど こで も

営業 が可 能 とな った(89年12月 の第2次 銀行業調整

指令=directive)。 さらに資 本 自由化 に つ いてみ る

と,加 盟 国 の直接 投 資,送 金,保 険 契 約 に伴 う資

本 の 自由化 の ことを企 図 してい る。

公共 調達 につ いて の 自由化 措置 につ い て は,水

利,輸 送,エ ネル ギ ーお よび電気 通 信 の各 部 門 を

公共 買付契 約 の 自由化 に含 め るため の指 令 の作 成

の合 意 を え られ なか った(89年12月22日 のEC理 事

会)。 た だ し,EC内 の 後 進 国 で あ る ギ リシ ャ,

スペ イ ン,ポ ル トガル の3力 国 につ い て は1996年

まで 自国企 業 の優 先 権 を認 め た。 ガス,電 力供 給

に つ い ては1985年 まで取 り上 げ な い こ と,さ らに

英 国 の北 海 油 田お よび石 油 生産 につ い て は,指 令

か ら除外 した(23)。

税 制 度 の 障 壁 を除 くだ け で も 困難 な課 題 で あ

る。EC加 盟 国 の付 加価 値 税(VAT)の 標 準 税 率

をみ て も加 盟 各 国 の主権 に も とつ いて決 定 し,多

様 性 を 帯 び て い る。 ベ ル ギ ー19%,デ ソ マ ー ク

22%,ド イ ツ14%,ス ペ イ ン12%,フ ラ ン ス

18.6%,ア イル ラン ド25%,イ タ リア18%,ル ク

セ ン ブ ル ク12%,オ ラ ン ダ20%,ポ ル トガ ル

16%,イ ギ リス15%,ギ リシ ャ18%と 各 国 の付加

価値 税 率 は さ まざ まで あ る。 これ らを一 本化 す る

には,加 盟 各 国 の承認 を必要 と して い る。 この付

加価 値税 は,加 盟 各 国 の消 費者 物価 の格差 を もた

ら して い る。 さ らに物 品税 の格 差 に もイ ンパ ク ト

を与 え てい る。例 え ぽ,日 本車 の 日産 ブル ーパ ー

ド2000ccは,ベ ル ギ ーで は,150万 円 内外 で あ る

が,デ ンマ ー クで は100%の 登 録 税 を 入れ る と,

約350～370万 円 に な る。 付 加価 値税 は,輸 出 に際

し て は 免 除 され る。 わ た し の90年 夏 の 英 国 滞 在

中,帰 国 に 当 って経験 した こ とであ るが,20ポ ン

ド以上 の商 品を購 入 す る と,買 った店 か ら免税 表

を貰 い,帰 国の ときそ の商 品 と免税 表 を貰 っ て空

港 の税 関 で承 認 印 を受 け る と,1ヵ 月 以 内 に付 加

価値 税 を本人 に払 い戻 す 仕組 み に な って い る。 だ

が2ヵ 月経 過 して も払 い戻 して くれ な い。 と ころ

が,ド イ ッでは,帰 国 に 当 って空港 で,払 った付

加価 値 税 を戻 して くれ る。 これ が イギ リス と ドイ

ツの違 いな のか と思 った。

とに か く,EC内 で は,通 関 の 際 に,輸 出入 税

率 の差 額 を調 整す る手続 が 必要 とな って い るが,

通 関業 務 の壁 を 除去 す るの は大 変 な作 業 で あ る。

関税 ゼ ロの体 制 に もって いか な けれ ぽ,関 税 同盟

の 完 成 とい う こ と は で き な い。EC委 員 会 は,

1996年 まで に統一 税制,多 分14～20%の 税 率 を作

る とい う。 この税 率 の決 定 は,各 国主 権 の壁 を ど

の よ うに ク リア ーす るか にか か って い る。 さ らに

法 人税 につ いて も,英 国52%,イ タ リア40.5%,

ベ ル ギ ー-45% ,フ ラ ン ス50%,ド イ ツ46.7～

63.3%,ア イル ラン ド50%,デ ンマ ー ク40%,ル

ク セ ソ ブル ク47.3%,オ ラ ソダ43%,ス ペ イ ソ

35%,ギ リ シ ャ48.5%,ポ ル トガ ル40～50%

で(24),違 い を み せ て い る。 この法 人 税 の統 一 も

難 題 で あ る。 そ の国 の製 品価 値,消 費 者物 価,企

業 立 地 の 問題 と も関 係 して くる。 に もか か わ ら

ず,統 一 法 人税 も解決 しなけれ ぽな らな い。 しか

し,現 在 大 企業 にお い て は,こ うした税 率 を前提

に して,企 業 の買 収 ・合 併 を展 開 してい る。

(5)92年EC統 合 の経 済 的 効果

92年ECの 単 一市 場 につ いて の経 済 的効 果 分 析

は進 ん で い る。 この代 表 的 な もの が エ コ ノ ミス ト

で あ るチ ェ ッキ ニーの レ ポ ー トで あ る㈹ 。 こ れ
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に よると,92年 統合 を前提 に した推計では,統 合

後5～6年 でEC全 域 で約2000億ECU(88年 換算

レー トで約30兆 円,90年 換算 レー トで約39兆 円)の

GDP(国 内総生産)の 経済 効果 が あ り,150万 人

の雇用 創 出効果 が期 待 され る とい う。 その内訳

は,(1)非 関税 障壁(NTB=NoneTreatyBarrier)

が企業活動に負担 していることによる製造品 コス

トとそれ による価格を引 き下げた場合 の利益 を想

定 してい る。 これ を直接 的利益 効果 とよんでい

る。次 に(2)の場合 は,NTBに 守 られて国内市場

を寡 占支配 してい る企業の間 に国際的寡 占間競争

を もた らし,そ の コス トと価格の引 き下げ効果を

想定 して計算 されている。 これを間接的利益効果

とよんでいる。

要約す ると,障 害除去 による効果が650億ECU

か ら800億ECU,市 場 拡大 に よる経 済効 果が610

億ECU,競 争激化 に よる経 済的 効果 が460億EC

Uな ど を合 計 す る と,1700億ECUか ら2500億

ECU効 果を もた らす と推計 してい る。

さ らに政 策的 運用 に よって,域 内GDPを5%

増 加 させ,し たが って180万 人の雇用創 出を生 み

だ し,GDPの 約1%の 対外収支 の改善 を期待 で

きる(26)。

この計算 には世界経済 の変動 との関連分析が欠

如 してい る。 とくに東欧 の変動 との関係 を どうみ

るかは今後の課題 になるであろ う。

ここで,さ らにチ ェッキニーレポー トを整理す

ると,マ ク ロ経済的効果 はあ くまで も仮定の論理

で ある。ECは92年 一杯 までに,国 境 の廃止,公

共財市場の開放,金 融 サー ビスの自由化を実施す

れ ぽ,統 一市場 を共有 し,生 産効果,雇 用創 出を

実現できるとい うものであ る。

国境規制 が除去 されれぽ,税 関,通 関業等の業

務 がな くな り,そ の費用は削減 され,雇 用 も減少

す る。だが,共 同体 内の貿易が活発 にな り,財,

サー ビスの価格 は低下 し,そ の結果,EC域 内か

らの輸入品 は国内産品やEC外 からの輸入 品に対

して価格競争 力が向上す る。その ことか ら,国 内

産 品にEC域 内輸入 品が代・替す る。EC外 か らの

輸入品にEC域 内輸入品が代替す る。輸入価格 の

低 下を通 じてEC各 国の交 易条件 が改善 し,EC
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全体 の貿易収支 に好 ましい インパ ク トを与 え,

GDP(国 内総生産)は 約0.33%上 昇す る とい う。

したが って前述 の税 関関連分野 におけ る失業 とそ

の波及効果に よって短期約 マイナスは,中 長期的

に改善効果に連動す る。税 関障壁廃止 は国家財政

支出を削減 し,財 政赤字解 消にもつなが る。税関

障壁 の除去 は,イ ソフレを中和す る効果を もち,

経済活動の活発化 に より,交 易条件 の改善効果を

もた らし,中 期的 に約1%の 物価水準引下げ効果

を もつ とい う。

だが ここにも問題があ る。国境廃止に より,交

易条件 の効果が どの よ うに各産業,企 業 にインパ

ク トを与 えるかsと りわ け寡 占企業の出現に よっ

て価格 の硬直化 をもた らし,物 価引 き下 げ効果 に

つ なが らないのではないか。 この点,反 寡 占政策

との関連での予測をすべ きではないか。 この点を

考慮す ると,生 産 効果 は予想 の2分 の1に なるで

あろ う。

次 に公共財(調 達財)市 場 の開放 に よる経済 効

果 についてみ ると,関 税障壁の除去 よ りはるかに

大 きい とい う。その自由化 のマクロ経済的効果は

公共企業,公 共当局,公 共市場 に供給 す る企業 と

い う三種類の出演者を通 じて実現 され る。

公共企業(輸 送サービス,エ ネルギー・サービス,

電気通信 サービス等)に とって,公 共 調達 の 自由

化 は購買 コス トと投資 コス トの大幅な削減を もた

らす。 とくに資本財価格が外 国の供給者の競争圧

力の下 で低下 が予想 され る。 したが って,物 価低

下 と競争 力強化 をもた らす。公共当局 のメ リッ ト

は,予 算の節約 と税 の増加 にみ られ る。公共市場

に供与す る企業に とって,公 共調達市場の 自由化

が企業組織 の改善 とコス ト構造の圧力 とい う問題

を もた らすが,公 共調達市場の開放 は,中 期的に

は約40万 人の新雇用を創 出す るであろ う。経済成

長 の展望 は本質的 に,公 共企業が実施す る価格 引

き下げ とそのEC内 外 の需要への波及効果 か ら生

まれ る。

新 雇用 の創 出 とGDPの 成長はs他 のすべ ての

主要指標の改善 を伴 う。公共企業の価格引 き下 げ

は,中 期的 に1.4%の 一 般物価引 き下 げ効果を も

っ。 さ らに競争 力 強化 はECの 対 外 ポ ジ シ ョン
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(経常収支)に 対 して0.1%の 黒字 を もた らし,国

家財 政 にはGDPの0.3%の 収益 を もた らす とい

う。

だが,公 共調達市場の開放がそのまま,購 買 コ

ス トと投資 コス トの大幅な削減を もた らすであろ

うか。 とい うのは,公 共調達 を開放す るには,そ

の分野の企業 の経営努力 と労働者 の協力な しに実

現で きない。 この分野 は,人 間のサー ビスのあ り

方 とかかわ って くる。 この点 の配慮 を欠いた分析

で はないか。各 国政府が,EC市 場統合 への主体

的協力 な しに不可能であろ う。 したがって,各 国

の公 共調達 の開放 に よって,各 国の住民 に対 し

て,物 価引 き下 げ効果 と税負担 の軽減 を提示 しな

い限 り説得力がないのではなかろ うか。問題 は,

この分野 の開放 を具体的 に どの ように推進するか

の手法 を示すべ きであ るにもかかわ らず,大 胆 な

予測分析 に対 して評価を してい る。

次 の金融サ ービス自由化の効果 は信用 コス トの

低下 から くる。資本 コス トの低下 は生産的投資 を

鼓舞 し,経 済成 長 の能 力を はっき りと増 加 させ

る。資本不足 にな ると,統 合市場 か らの利益を制

限す る。 だが回避 され るだろ うと楽観的である。

金融 サー ビスの自由化 は,経 済全体 に対 して重要

な支援二的役割 を果 し,金 融的資源 の配分を改善す

る。 とくに安価 な信用 による住宅建築支出増大の

作用 はs雇 用創出力をもた らす。 さらに金融サ ー

ビス価格の低下,産 業界のその利用 コス トの低下

は物価下落を経済全体 に与 える。

したがって中期的 には,ECのGDPの1.4%を

ふや し,国 家財政の赤 字 もGDPの 約1%削 減 す

る効果をもつ。 さらに雇用は約50万 人増加する と

い う。

この推定は,一 面で妥当す るであろ うが,他 面

で,現 実 の金融資本間の競争 が激烈にな り,不 況

期 には,資 本の集中 と分散を拡大再生産 し,二 極

分化を もた らし,さ らにEC内 企業 間の競争 を激

化 させ ると同時に投資 と成長 の伸 びがS輸 入を増

大 させ る。 この点,EC委 員会が,各 国の金融 自

由化の開放 に基づ いてそのメ リットを維持す るた

めに,で きるだけデメ リットを抑止す る政策を選

択すべ きであろ う。

さらにサ プライサイ ド効果の経路をみ よ う。

① 価格低下につ いてみ ると,価 格 の低 下は生

産 コス トの引き下げに応 じて進行す る。競争力が

企業を合理化 し,経 営規模 の改善 によってコス ト

切 り下げ計画に積極的 に駆 り立てる。原材料部門

の価格 引き下げは加工流通部門の価格の低下を強

制す る。

② 生産要素 の生産性増加 によって,そ れが,

もっ と効 率 的 な資 源 配 分(人 的,金 融的技 術的

な),産 業 の構造 改善,あ るいはまた企業 内部 の

組織再編 の うち どの要 因の結果であ るかを問わな

い 。

この要因が絡み合 って,中 期的に大 きな利益 が

期待 され るとい う。すなわち,短 期的 には生産 性

の増加 は一定の失業増加 を意味す るが,雇 用 の一

時的減少は次第にな くな り上昇 に転'じ,中 期的に

は約100万 人 の新規雇用が創 出され るとい う。そ

れ は,GDPを2%引 き上 げる とい う。国家財 政

は,0.6%改 善 し,ECの 対外国際収支 も0.4%改

善で きる とい うのである。

だが,こ の新 しい競争的環境 に対応す る企業戦

略 は,あ ま りにも,主 観的 であ り,そ の客観的保

障 はないのである。

競争 が激化すれぽ,各 企業 は合理化を通 じて,

生産 コス トを切 り下げ,価 格低 下で対応す る。だ

が,賃 金 コス トを同時 に上 げなけれ ぽ,価 格低下

を容易にできないであろ う。労使 の関係 を無視 し

て,単 純 に生産 コス トを引 き下げ ることはで きな

い。原材料部門の価格引 き下げも,需 要 が増大す

るとすれぽ,単 純 に引き下げることはで きない。

したが って直ちに価格低下を もた らさない。 この

点の分析の想定 は不十分である。

また効果的資源配分が,寡 占体制 のもとでで き

るのであろ うか。 この点 は各国が,人 為 的政策調

整 に よって,効 果的 配分 を しない限 り問題 であ

る。 したがってサ ブライサ イ ド効果 は,そ れぞれ

の国家の産業政策 と企業間の主体的調整を通 じて

対応 しない限 り,中 期的展望でも無理で はなかろ

うか。

また92年 市場統合 によって,企 業活動の再活性

化が図 られるであろ うが,そ れ は,各 国がEC委
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員会 との協力 によって どの よ うな政策 を実現 し う

るか で あ る。ECの 再 活 性化 に よって成 長 率 が

4.5%以 上になることは不可能である。 「経済を

冷却す る」 こ とに よって消費者物価 を平均6.1%

低下す ることも不可能である。

問題 は,現 在時点で,こ うしたマク牌効果 は,

2分 の1以 下 と考 えるべ きで あろ う。 なぜ な ら

ば,従 来のECの 経済の成長 と政策 の実態の歴史

をみ る限 り,前 提条件がかな り説得的で はない と

いわざるを えない。

だか らといって もEC統 合は進 むであろ う。市

場統合が進む中で,企 業 の買収 ・合併が進み,寡

占化志 向が定着 しつつあ る。 こ うした状 況 をEC

全体 として抑制 しつつ,経 済の活性化を どうする

かを考 えない限 り,統 合の実質的定着化 は現在 の

50%程 度 しか進行 しないであろ う。

もちろん,EC市 場統合 は,EC加 盟 国企業 の

自由競争に よる経済的効果にあるのだか ら,そ れ

を促進す る条件 を,EC国 家連合を通 して作 るべ

きであろ う。わた くしは,ECの 単一市場 が,よ

り進行 し,定 着化 を期待 している。

92年EC単 一市場は実現 し,定 着 している。 だ

が,そ れを経済的 に保証す るのは,統 一通貨市場

の確立にある。つ ま りEC単 一市場 を通貨 の面 で

補強す るのは,統 一通貨 を どの ように実現す るか

にあ る。 この点 を次に明らかに してい こ う。

5.EC統 一通 貨 の問題 点

(1)ウ ェルナー報告 のメ リット

1992年EC市 場統合は,前 述 した よ うな物理 的

障害,技 術 的障 害,財 政 的障害 を それ ぞ れ除去

し,国 境 なき共通市場を形成 し,ユ ニークな経済

共 同体 を組織す る試みであ る。92年ECの 単一市

場統合の発展を保障す るのは,通 貨統合 である。

す で にECは,1979年 欧 州 通 貨制 度(European

MonetarySystem=EMS)を 発 足 させた。 この

制度は国際基軸通貨 としての実質的役割を失 いつ

つあ る ドルに対 して独 自な役割 を果 し,EC市 場

の安定 化政策 の創 出に あった。 と くに共 通通貨

は,経 済統合 と政治統合の媒介的役割 を果す もの
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である。 まず通貨統合 の出発点 として70年 の通貨

同盟 をみ よ う。

1970年 の通 貨 同盟 へ の 基 本 提 言 は,「 ウェル

ナー報告」であ った{27)。当時 は60年 代 にEC市 場

統合が定着 し,70年 代 に通貨統合 をめ ざし,80年

代 に完成 をめ ざしたのであったが,各 国の調整が

充分にいかずr持 ち越 されたのである。 当時,統

合論者は,EC域 内通貨相互間 の為替相場 を固定

して,事 実上,共 通通貨 と同 じ働 きを もたせ よ う

としたのである。 この問題 を整理 して提案 した の

が先 のウェルナー報告であ った。 その内容は次の

7項 目に要約 され る。

① 加盟国通貨 は,為 替相場 の変動 なしに同一

の為替相場で無制限に相互交換 を保証 され る。

② 共 同体全域を通ず る流動性の創 出および通

貨 ・信用政策 は集権化す る。

③ 域外にた いする通貨政策 は共 同体の権限 に

属す る。

④ 資本市場にかんす る加盟国の政策は統一 さ

れ る。

⑤ 予算規模 の変動,収 支の規模お よび差額の

融資 またはその利用方法 については,共 同体次

元で決定 される。

⑥ 地域お よび構造政策 は,加 盟国の権限に属

さない。

⑦ 共同体 と社会構成員 との制度的 かつ持続的

な協議が保証 され る。

この レポー トは,資 本移動 の自由化 と通貨 の交

換性 とともに為替相場を固定化す るとい うもので

ある。 さらに為替相場の固定化は段階的に変動幅

を小 さ くす るとい うものであった。

この レポー トが提出 された背景には,い くつか

の理 由があった。第1に,1967年11月 のイギ リス

ポン ド平価切下 げを契機 に国際通貨情勢が大 きく

ゆれ る中で,EC加 盟 国は,偲 々に対応 して は限

界で,相 互に統一 した通貨政策 をもたなければな

らない ことを認識 したか らである。従来ECは,

通 貨,金 融 問題 をEC内 で 処 理 せ ず にIMF,

BIR(国 際決済銀行),EMA(ヨ ーロツパ通貨協定)

の よ うな国際機関の機能の枠 内で調整 して きた。

だが,ド ル危機 に直面 した とき,ECは 各 国独 自
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の対応ではな く,共 通 に対応す るようになった と

考 える ことができる。第2に,域 内統合化 がすす

むに したが って,経 済 ・通貨面での統合が必要不

可欠の もの となって きた ことで ある。つ ま り統合

論者はECが 商品,労 働力,資 本,サ ービスの 自

由移動に基づ く生産力増進効果 を伴 うので,通 貨

の面で も共通政策 を打ち出し,市 場統合 を共通通

貨政策に よって補完 しよ うと考 えたのである。 こ

れは,ド ルへの共 同体的対抗政策で あると考 えて

よいで あろ う。

その後EMSは,為 替相場制度 とそれを補完す

るための信用 メカニズムお よびECUと 名づけた

準備資産 と決済手段 の創出 とい う3つ の軸 によっ

て構成 された。

ECU(EuropeanCurrencyUnit)は かつての欧

州 通貨 計算 単位(EMUA)に 類似 した一定 額 の

EC各 国通貨 のバスケ ッ トで構成 された複 合単位

である。英国は この時点で は入っていない。 だが

ECUは 単 な る計 算単 位 で は ない。EMSの 為 替

相場 メカ ニズ ムは,あ る通貨 が他 の通貨 に対 し

て,そ の限界 相場 を越 え る危 険 が発 生 した とき

は,当 然為替市場 に介入す る ことをEMS加 盟 国

の中央銀行 に義務づ けている。 この義務 は,中 央

銀行が自らの義務 を遂行 し,通 貨 の平価 を守 るた

めの弾薬を与 える信用供与制度の存在を前提 とす

る。 この信用供与制度 には返済お よび返済手段に

ついての規制 も含んでいるのであ る。 したが って

前述 した よ うに,ECUは,そ の役 割 をEC内 中

央銀行間の決済手段 としての,ま た準備資産 とし

ての役割 を果た しているのである。

EMSは,そ の後 為 替相 場 の 安定 化 のた め に

EMR(ExchangeRateMechanism)を 創設 した。

それ は,従 来 のスネーク(各 国通貨の対ECU変 動

は2.25%以 内,イ タ リアだけ上下各6%以 内の共同

フロート制 のこと)と は性 格が違 って い る。第1

は スネークの離脱 国を協議機 構 に参 加 させ る こ

と。第2に パ リテ ィ・グ リッ ト方式(各 国通貨相互

間に成立する相場の網のこと)を 採用す るとともに

ECU基 準 の通貨 バスケ ヅト方式 を採用 している。

ある通貨の市場 レー トが変動 した結果,各 国通貨

で測 ったECUバ スケ ッ トの価値 が一定 の限度 を

こえた ときには警報が発せ られ る。 この ことを早

期警報装置 とよんでいる。要す るに警報がな った

ときには当該 国 は国 内金融措 置,セ ン トラル ・

レー トの変更等 をしなければならないが,必 ず し

も義務づけられていない。

第3にEMSの 信 用 メカ ニズ ムにつ い てみ る

と,基 本的 にはスネークと同 ーじであ る。だが資金

量 を拡充 し,短 期 通貨支 援 の期 間を延長 した。

ECUを 信用 メカニズムの計算単位 として使用す

るだけで な く,決 済手段 として も使用 した点 であ

る。第4に 準備 資産 としての機 能 であ る。 これ

は,ECの 統一通貨へ の道を考 慮 した ものであっ

た。だが,80年 代の前半 においては,EMSの 加

盟国が保有す る金,外 貨準備 の20%を 見返 りとし

て,ECUで 発行 され るだけで あ る。当時,域 外

の通貨当局 はECUを 保有す ることはできない。

ここに限界が あった。だが,民 間部 門 ではECU

を利用 し,ECの 並行通貨 として急速にその機能

を拡大 していったのである。

通貨同盟 は市場統合に とって促進的機能,安 定

的機能,補 完的機能 などを示 している。 とりわ け

為替相場の安定性は,域 内市場統一に とって不可

欠の課題であ る。具体的には,物 価の安定,国 際

収支 の均衡,雇 用の安定な どをもた らす要因にな

る。 と りわけ,外 国通貨に対 して安定的作用を示

す とい ってよいであろ う。

だが欧州通貨制度を促進す るに当って,さ まざ

ま曲折 があった。 島崎久彌教 授 に よる と(28),統

一通貨創 出へのアプローチは
,制 度的 アプローチ

と市場指 向的 アプ ローチがある とい う。前者の方

式 は,制 度的変革を通 ーじて統一通貨 を創出す るも

ので,「 加盟国の為替変動幅 を漸進 的に縮小 し,

これを非可逆的に固定す ることによって事実上統

一一通貨状態 を現出す る縮小変動幅方式 であ る。」

前述 した1970年 の ウェルナー報告 に基づ くスネー

クは この立場である。次 に述べる1989年4月 の ド

ロール案 もこの立場である。 このアブmチ の成

否 は,域 内経 済政 策 の協 調 と経 済 変数 の 収敏

(convergence)が 達成 され るか,否 かにかかって

いるとい う。 も うひ とつの方式は 「一挙 に統一通

貨 を創 出 しよ うとす るbigleapapproachで あ
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り,1977年 の フmレ ンスにおけるジ ェソキ ンズ

演説である。 さらに1990年3月 の ク リス トファー

セン ・レポー トであ り,ド ロール案の第2段 階を

極 力 圧縮 す べ きで あ る」 と い う。 そ れ は,big

leapapproachの 部分的導入を企図 した ものであ

る。

一方市場指 向的 アプローチ とは
,「 市場 におけ

る通貨相互 の競争 を通 じて,弱 い通貨を 自然淘汰

し,統 一通貨を 自然発生的 に創 出 しよ うとす るも

のである。」その例 としてス コッ トラン ドで経験

した,加 盟 国の通 貨 を相互 に流 通 させ るinter-

circulationapproachを あげている。 ハイエ クの

「貨幣 発行 自由化論」や1989年11月 に英 国が提唱

した 「経済通貨 同盟への漸進的i接近」案が この方

式であ る。 この案は,取 引 コス トの増大 と強 い通

貨国の通貨主権 を弱める可能性があ る。

わた しは,ウ ェルナー ・レポー一ト,お よび89年

4月 の ドmル 案の立場に立つが,経 済改革 との

関連 では,独 自の立 場 を取 って い る。 とい うの

は,通 貨技術主義 か ら脱皮 して経済実態,経 済政

策 の一環 としての為替政策 を展開 しない限 り,そ

の効果を把握す ることができない と考xる か らで

ある。

(2)1989年 のSECに お ける経済 ・通 貨同盟 に

関す る報告書」の問題点

本報告 は,EMS創 設後20年 を経過 した さまざ

まな反省 に立 って展開されている。本報告書 は,

経 済 ・通 貨 同盟 に 向 け て次 の3段 階 を提 案 し

た(29)。第1段 階 は,資 本移 動 が 自由化 され る90

年7月 以前に開始 され るべ きであ るとした。 この

段階では,現 行制度 の枠組 みを前提 として,① 金

融市場一体化 を達成すべ きであること,② 英国を

含めてECの 全加盟国がEMSの 為替相場 安定 の

ための仕組み に参加すべ きであ ることsoEcの

機関 の1つ で ある中央銀行総裁会議 の機能 を強化

すべ きであることな どが指摘 された。

第2段 階 は,経 済 ・通貨 同盟が実現す る第3段

階への移行期間 として位置づけ られ,欧 州中央銀

行制度の創設が想定 された。 この制度 は,第2段

階 で は,EC全 体 の金融 政策 の方 向づ けを行 な

う。
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第3段 階は,経 済 ・通貨同盟実現の最終段階で

あ り,永 久 的固定 相場制 が採用 され る として い

る。 この段階 において,究 極的には単一通貨 に移

行す ることが示 された。金融政策 につ いては,こ

の段階で欧州中央銀行制度 に責任 が集中 し,同 制

度が一元的 に金融政策 を展開す ることになる。 こ

の制度は,物 価安定を使命 とし,金 融政策s為 替

政策,決 済 システムの機能維持 に責任 を負 う。 ま

た この制度は銀行監督政策の協調 に参加す る。

1990年5月 ロン ドンで出版 された欧州通貨同盟

協会 のための経済 ・社会調査 の国立研究所 と共 同

して展開 した経営 コソサル タン トであるアース ト

とヤングの報告書に よると,こ の ドmル 報告書

を評価 し,rECUの 私的利用 のすべての障害が除

去 され る」 と提案 している。1400の 欧州実業家の

83%が,ECUの 利 用 に賛成 し,11%が そ の利 用

には段 階をふ まえるべ きだ とい う。 また単一欧州

通貨 の利益 の分析,ECが 単一通貨 であ るべ きだ

とい うこと,ECU利 用上 の障害 を克服すべ き戦

略 などを分析 している。 ドロー一ル報告で も単 一通

貨 は,通 貨同盟 に必要 な ものではないが,通 貨 同

盟の当然 かつ望 ま しい帰結 と評価 している。

ECの 経済 ・通 貨 同盟 の出発 点 は,1969年12月

のハ ーグ首脳会議で合意 され,70年 前述の ウェル

ナー ・レポー トとなって,71年 「経済 ・通貨 同盟

を創設 す る政 治的意 思」 が表 明 され た。そ の後

「ス ネーク」の創 立(1972年)な どで,通 貨 危機

への対応を図って きたが,そ の後 の石油危機への

対応で,各 国の政策 が不統一で,全 体 として後退

した。 こ うした反省 に立 って,通 貨統合 へのプロ

セス は,79年 のEMSとECUの 創設 で再 開 され

た。1985年 の 『域 内市場 プログラム』の採択,86

年 の 「単一 欧州議 定書」の調 印な どを もた ら し

た。89年 の 「経済 ・通貨同盟 に関す る報告書」で,

通貨統合 の方向性 を明 らかにした。

この報告書で は,EMSの 「為替相場 メカニズ

ム」の参加国は,通 貨価値の安定 した地域を創 出

した ことに成功 した とい う。高 インフレ国(イ タ

リァを指す)は 物価安定のための金融政策 を採用

した。 この結果 イ ソフ レ率 は低水準 で収敏(con-

vergence)し,経 済パ フォーマンスは改善 した。
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したがって,為 替相場 は安定 し,域 内の貿 易は為

替相場 の乱 高下の影響 を あま り受 けな くて済 ん

だ。EMSの 成功の背景には,各 国為替安 定への

強 い姿勢があ った こと,中 央銀行間の協調を緊密

にした こ と,EMSを 現実 的 に運営 した こと,ド

イツマルクがア ンカーとして貢献 した ことな どが

あげ られる。 だが,英 国などが,ド ロール報告時

点 で為替 相場 メカ ニズ ムに参 加 しな かった こ と

が,進 行を妨 げて いた。 またECUはEMSで は

限 られた役割 しか果 して こなかったが債券発行市

場 で広 く使われ るよ うになっている。 国際金融市

場 におけるECU債 券発行高 をみ る と,1989年4

月 から90年3月 までの1年 間に純発行高 は70.3億

ECU(占 有 率11.9%,ラ ソク3位)で あ り,残 高

(90年3月 現在)440.6億ECU(占 有率6.1%,ラ ン

ク5位)で あ り,バ ンク・ローンの融資残高(89年

4月 か ら90年3月 まで)210億ECU(占 有率5.3%,

ラソク5位),残 高(90年3月 現在)1350.8億ECU

(占有率32%,ラ ソク6位)で あ り,国 際金融市場

におけるECUの 地位 は高 まっている。

(3)通 貨 同盟 と英国の態度

ここで,英 国 は前サ ッチ ャー首相が欧州通貨制

度,為 替相場 メ カニズムへの参加 を拒否 して き

た。 その理 由は,ECは 単一市場 に限定 し,国 家

主権 にかかわ る通貨 同盟には参加 できない,と い

うものであ った。 これ には,英 国のポン ドの価値

が低下 し,英 国の威信を低下す るとい う独得の メ

ソッが あった。だが,英 国の世論 は,サ ヅチfi

首相の意 思 にかかわ らず,単 一通 貨 を望 んでい

た。 とくに金融市場 は,ERMへ の加盟 を しない

限 り,英 国のインフレ率を抑止で きない と考 えて

い た。 こ うした背 景 は1990年10月8日EMSと

ERMへ の加入 となった。英国の通貨当局 は,91

年 中に10%の イソフレ率を5%に 低下 させ ること

を望んでいた。91年 には失業者 も200万 人 を越 え

る とい う。 したが って為 替 の安 定 が英 国 と他 の

EC加 盟 国 との間の貿易 と投資 を増大 させ ること

になる。 この ことか ら英国産 業連合(CBI)は 政

府に対 し,6%と い う広 い変動幅 を もってERM

に加入す るよ う求めていた。 これ と関連 して,事

実英国政府は,加 入時点 に,金 利を15%か ら14%

へ引 き下 げた。

一方英 国の新首相であるメージャー氏は
,大 蔵

大臣の とき,ド ロール ・プラソに対 して,ハ ー ド

ECUを 提 案 した。それ は加盟 国の独 自通貨 と統

一通貨を並行的に流通 させて
s金 融市場の 自然淘

汰 によって統 一通貨 を創 出 しよ うとい うもので

あった。英 国 の代案 で あ る 「ハー ドECU」 は,

既存 のECの ・ミスケ ッ ト方式 のECUと 違 う。新

通貨 は,最 強の通貨 と同 じ強 さを保持で きるよう

に加盟12か 国の各中央銀行 による欧州通貨基金に

よって 管 理 され る。 この 通 貨 は,バ ス ケッ ト

ECUよ り,イ ソ フレに対 して抑止 力を もつ とい

う。 だが,他 の加盟国は支持 しない。 その理 由は

この通貨が現行の12力 国の通貨 と併存 し,統 一通

貨政策 の機能 を果 さないか らである。
一 方

,メ ージャー首相 は,「 経済統合」 を条 件

にすれば統一通貨を受 け入れ る姿勢 に転換 してい

る。

(4)1997年 通貨同盟への道程

ところで,経 済 ・通貨同盟 は,欧 州の経済的統

合 の プロセ スの最終的成 果 にな る といわ れ てい

る。た とえ通貨 同盟を実現 したあ とで も,EC各

国は多元性(Plurality)を 維持 す るため に,各 加

盟国の政策決定 に自主性を残 しつつ共通政策を採

用 してい くべ きで あろ う。 この点で,通 貨 同盟は

金融政策その他の政策 において,ECへ の部分的

主権を委譲す ることになろ う。

ドロール報告で は,EC内 の権限 バ ランスのた

め に 「Subsidiarily(補 完性)の 原 理」を 必要 と

す るであろ うといっている。 さらにそれは,よ り

高い次元の政策決定主体(閣 僚理事会,EC委 員会

等)の 機能 を極 力限定 し,よ り低 い レベルの政策

決定主体(各 国政府等)の 機能 を補 うことを意味

する。そ してECの 諸機関へ の権限の委譲 は,経

済 ・通貨 同盟の必要な範囲に限定 され る。

次 に 「通貨同盟」の必要条件 についてみ ると,

第1に 通貨 の完全 かつ永久的な交換性 を確保す る

こと。第2に 資本移動 の完全 自由化 と金融市場の

統合 を実現す ること。 この2つ の条件 は満 たされ

ている。第3に 調整不可能 な固定制 を採用す るこ

とにある。第3の 条件は大 きなステ ップを必要 と
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す る。

「通貨同盟」 の基調は金融政策 の統一 であろ う。

問題 は現実経済 とのかかわ り合いが明 らかにされ

ていない。

一方 「経済同盟」の主 な特徴 は
,① 財,サ ー ビ

ス,人,資 本が自由に移動す る市場,② 市場機能

を強化 し,自 由競争 を促進す る政策,③ 構造改革

や地域 の発展 をめ ざす共通政策,④ 財政政策 に拘

束力 のあるルールを設け る等 とい った マクロ経済

政策の協調 にあ る。

単一通貨圏を創設 して もなおEC内 の地域 間の

不均衡 は生 まれ る。加盟各国は地域政策,経 済政

策を通 じて調整 していかざるをえないであろ う。

問題 は不均衡 を どの よ うに平準化す るのか。各国

は地域政策 を主体に した構造政策を どのよ うに打

ち出すかである。

他方,単 一一市場 は,以 下 の3つ の政策 で支 える

ことが必要であろ う。

第1は 自由競争 を促進す る政策 で あ る。 した

が って企業の合併 ・買収問題へ の対処 は重要であ

る。共通 独禁法 の運用 を ど うす るか も問題 で あ

る。

第2は 地域政策,構 造政策 におけるECの 対応

である。経済同盟 を経済的s政 治的危機に陥 らせ

ないために もこの政策を必要 としている。 この点

共通政策 としてのボ トム ・ア ヅプ方式を採用すぺ

きであ る。

第3に マクロ経済政策 の協調 である。 もちろん

マクロ経済政策 はs各 国の 自主性 に基づ いて決定

され るであろ う。それ は,当 然 のことで,各 国の

自主性 を最大限 に尊重 しつつ運用すべ きである。

ただ し財政面では,① 個hの 加盟国の財政赤字

に上限を画 し,② 中央銀行 によるファイナ ソス'を

禁止 し,③EC加 盟国通貨以外 による域 外か らの

借 り入れ を制 限す るよ うな拘束力 のあ るルールを

必要 とす るであろ う。

問題 は,ECの 経済 ・通貨統 合の長期 目標 とし

て物価 の安定,成 長の持続,雇 用 の安定,EC市

民の生活水準 の向上 を どの よ うに図 ってい くかを

具体的に示す ことにあろ う。 この点,ド ロール報

告 の限界で もあ る。
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1989年4月 の ドロール報告 では,第1段 階を90

年7月 としただ けで第2段 階,第3段 階への移行

を明示 しなかったが,90年12月15日 のmマ での

欧 州経 済通 貨 同盟 の政府 間会 議(IGC)はEMU

の確立 のためのmマ 条約改定案 を提出 した。欧

州中央銀行を設立す るEMU第2段 階の開始を94

年1月1日 とした こと。 これは90年10月 の ローマ

でのEC蔵 相会議 で,第2段 階への移行 の始期 を

め ぐって対立 したが,ス ペ インとオ ランダが妥協

案 として提 出した94年1月1日 案 と同 じである。

90年 に12月14日 の政府間会議 は,統 一通貨採用の

最終段階 を 「その後3年 以 内」 と明記 し,す なわ

ち97年1月1日 までに移行す ることにし,統 一通

貨単位(ECU)と した ことも一歩前進 である。 こ

の点 は,す でに専門の研究者 か らも指摘 されてい

た(30)。また,EC共 通政策 決定過程 を円滑 にす る

ために閣僚理事会 の特定多数決制 の範囲拡大を打

ち出した。mマ の政府 間会議で,mマ 条約 の

うち200項 目以上の改定 を提案 した こ とは,通 貨

統合へ本格的歩み を示 した といえる。それは画期

的 な提案であ る。主な改正案の要 旨を取 り出 して

み ると,第2条,「 共同体 は単一の通貨単位ECU

の上 に築かれる経済通貨同盟形成を義務 とす る」。

第3条,「 単一通貨 の 目的 は物価 の安定維 持 と共

通 の経済政策遂行支援 に ある」。第4条 「通 貨政

策 は この条約に よ り権限が制限 される欧州中央銀

行 システムによ り決定,追 求 され る」。経済 通貨

は第102条a項 で 「経済通貨 同盟 は2つ の段 階に

大別 される期 間内に達成 され,第1段 階 は1990年

7月 に,第2段 階 は1994年1月1日 に始 ま る」。

経済政策 については,第102条D項 で,「 欧州理事

会 は政策 ガイ ドライソに沿 った形で,加 盟国に対

し経済 ・財政政策上 の勧告 を採択 し,欧 州議会 に

委員会を設 け監視す る」 こととした。

最 も注 目された金融政策 については次の よ うな

改正 とな ってい る。第105条 「通貨 同盟 は単一共

通通貨(ECU)を 流通 させ,共 通通貨政策 と欧州

中銀(中 央銀行)シ ステ ムの設立 を追 求 す る」。

第106条 「欧州中銀 システムは欧州 中銀 と加盟 国

の 中銀 で構成 す る」。 同条a③ 「欧州 中銀 はEC

や加盟 国に財政赤 字改善 のため の融 資 を認 め な
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い」。同条br欧 州 中銀 システ ムの仕事 は金融政

策 の決 定,ECUの 発 券,理 事 会 の方 向 付 け に

従 った外為業務を行 う」 とした。

ここで,い くつかの コメソ トを してお く。改定

案の基本思想は,89年 の ドロール報告 を基礎 に条

文化 された といって もよいであろ う。欧州中銀の

性格づ け,EC各 機 関や各 国政府 からの独立 性を

保持 し,各 国の国 内法 もその旨改正す る。 ここに

は,通 貨政策の基本事項 に当たる外為市場操作,

ECU通 貨 の発券業務,外 貨準 備 の管理,決 済,

銀行監督 な どにみ られ るように,各 国の通貨政策

の権限を一部委譲す る考 え方が条文化 され ている

点である。 また統一通貨採用の最終段 階を97年1

月に設定 した点 は,移 行期間中 にECUと 各国通

貨の併存 を認め,英 国の・・一 ドECU案(Pararel

Currency)に も配慮 し,加 盟 国全体の合意を尊重

したか らであろ う。

6.お わ り に

したがって今後 の課題 は,全 欧安保体制 のもと

で,92年 域内市場 を完成 し,経 済 ・通貨同盟 を強

化 し,EFTA,東 欧 との経済協力を強化 してい く

ことにあるで あろ う。ECを 中軸 に こ うした国h

に公的,私 的の各次元で,資 金供与のネ ッ トワー

クを作 り,広 範な欧州経済領域(EEA)を 出現 さ

せ てい くであろ う。統一通貨をECUに 決 めた12

月14日 に,EFTA閣 僚会議 は,ECと の市場経済

統合 を 目指す 「欧州経済地域」 の創設 を決議 し,

1993年1月1日,EEA条 約を発効 させる とい う。

90年 代ECの 経済 ・通貨同盟 の課題 は世界経済,

日本経済,途 上国に も厳 しいイソパ ク トを与 える

で あろ う。私た ちは,こ うした経済 ・通貨 同盟 を

真剣 に受 けとめ,新 しい世界経済のあ り方 を提示

す る必要があろ う。
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